
令和８年３月２５日 

 

令和８年度 東京都立小笠原高等学校徴収金基本計画 

 

学校徴収金事務取扱規程第２条第２項に基づき、学校徴収金の基本計画を次のとおり定める。 

 

１ 学校で取り扱う学校徴収金の種類 

（１）学年費会計、生徒会費会計、選択家庭科教材費会計とする。 

 

２ 徴収目的 

(１) 学年費は、教材・教具、実習材料費及び学校行事等（修学旅行含む）に必要な経費を学

校で一括処理するために徴収する。 

(２) 生徒会費は、生徒会活動に必要な経費を一括処理するために徴収する。 

(３) 選択家庭科教材費は、家庭科選択授業における被服製作費、食材料費を徴収する。 

 

３ 徴収金額 

（１） １学年 

学年費（教材費）  １１，３００円  

学年費（修学旅行費）  ９９，０００円  

生徒会費  ０４，８００円  

合    計  １１５，１００円  

 

（２） ２学年 

学年費（教材費）  ３１，０００円  

学年費（修学旅行費）  ９９，０００円  

生徒会費  ０４，８００円  

合    計  １３４，８００円  

 

（３） ３学年 

学年費（教材費）  ２３，６００円  

生徒会費  ０４，８００円  

選択家庭科教材費会計（フードデザイン） 

 ０７，０００円  

選択家庭科教材費会計（ファッション造形基礎） 

 １０，０００円  

合   計（選択家庭科を除く） ０２８，４００円  

 

４ 徴収方法 

本校指定の口座へ振り込みとする。 

 

５ 預託する金融機関 

七島信用組合 小笠原支店とする。 


